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土地の取引には届出が必要です土地の取引には届出が必要です
国土利用計画法による土地取引の届出制度
　国土利用計画法により、土地の売買などの取引をしたときは、買主は契約終結後２週間以内に、
土地の利用目的や取引価格等を書いた土地売買等届出書を役場に提出しなければなりません。
　日高町では、１万㎡以上の土地の取引について届出が必要です。１筆の面積が１万㎡以上の取
引はもちろんのこと、１筆の面積が１万㎡に満たなくても、複数の筆の面積を合算すると１万㎡
以上のひとまとまりの土地になる場合や、以前にこの届出を行った土地に隣接して新たに土地を
買い足す場合などでも届出が必要になります。
　なお、この届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられることがありますのでご注意く
ださい。
　土地売買届出書は、県ホームページに掲載されていますのでダウンロードのうえ、企画まちづ
くり課にご提出ください。
※令和７年７月から様式が変更されていますので、ご注意ください。

【お問い合わせ先】　企画まちづくり課（TEL：６３・３８０６）



閲覧OK
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介護予防事業・地域カフェを開催します!!介護予防事業・地域カフェを開催します!!

あなたの命を守るマイナ救急 あなたの命を守るマイナ救急 ～10月１日より開始～

　年齢・性別・経験を問わず、椅子に座りながら楽しめるニュースポーツ※である「ボッチャ」「モ
ルック」の体験会と「茶話会」を予定しています。
　みなさんでニュースポーツを体験したり、お茶を飲みながら、楽しい時間を過ごしませんか？
※ニュースポーツとは、年齢や体力に関わらず、誰でも気軽に楽しめるように考案・紹介されたスポーツの総称です。

日　時：11月12日（水）　午後１時30分～３時30分
場　所：日高町保健福祉総合センター（ふれあいセンター）
　　　　日高町小中1308番地
参加費：100円
対　象：日高町内にお住いの方
★事前の申し込みが必要です。【締切：10月31日（金）】
★�３人１組のチーム戦となりますので、こちらでチーム
編成をさせていただきます。
※�送迎を希望される方は、10月10日（金）までに申し込み
ください。

　パラリンピックの正式
種目です。３人１組とな
り、どれだけボールを的
（ジャックボール）に近づ
けることができるかを競う
シンプルなスポーツです。

13:00～13:30
「サンフルひだか」のパン販売を
予定しています。

①傷病者が情報
閲覧に同意する

②マイナンバーカード
を読み取る
※暗証番号の入力不要

③隊員が医療情
報を閲覧する

④より適切な処置
や搬送先医療機関
の選定につながる

提供メニュー
◦コーヒー
◦紅茶
◦日本茶

　フィンランドの伝統的なゲームを元に開
発されたスポーツです。木の棒を投げて３
～４ｍ離れたところにある木の棒を倒すと
いったシンプルなルールで誰でも気軽に遊
べる一方、相手チームとの駆け引きや戦略
なども大切で、非常に奥の深いゲームです。

マイナ救急とは
　救急隊員が傷病者のマイナ保健証（健康保険証として利用登録したマイナンバーカード）を活用
し、傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みのことです。
　マイナンバーカードを見せるだけで、あなたの病歴、お薬の処方歴、病院
の受診歴などの情報が伝わり、傷病者の説明負担が軽減されたり、より適切
な処置が受けられます。
マイナ救急の流れ

【お問い合わせ先】　日高広域消防事務組合消防本部警防課（TEL：６３・１１１９）

ボッチャ モルック

【申し込み先・お問い合わせ先】　
　日高町地域包括支援センター（いきいき長寿課内）（TEL：６３・３８０７）

マイナ救急HP

先着30名程度！

焼菓子付！


	広報ひだか10月号 4
	広報ひだか10月号 5

